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昨
年
、
西
部
建
設
事
務
所
か
ら
一
冊
の
フ
ァ
イ
ル
が
持
ち
込
ま
れ

た
。
袋
綴
の
白
紙
に
写
真
が
貼
り
付
け
て
あ
る
。
表
紙
に
「
現
場
写

真　

№
１　

清
算
第
２
係
」
と
書
か
れ
、「
中
広
・
鷹
匠
地
区
河
岸

緑
地
」「
Ｓ
40
～
41
」
と
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
。
貼
り
付
け
ら
れ

て
い
る
写
真
は
、
広
島
市
戦
災
復
興
事
業
（
土
地
区
画
整
理
）
に
お

い
て
道
路
・
公
園
や
河
岸
緑
地
の
支
障
と
な
る
建
物
や
堆
積
物
な
ど

不
法
占
用
の
現
場
を
撮
影
し
た
も
の
で
、
県
の
出
先
機
関
で
あ
る
広

島
都
市
計
画
事
務
所
清
算
課
が
こ
れ
ら
の
除
却
を
進
め
る
た
め
こ
の

フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
た
と
見
ら
れ
る
。

　

広
島
市
の
戦
災
復
興
事
業
は
東
部
を
市
、
西
部
を
県
が
分
担
し
て

実
施
、
昭
和
四
十
年
代
に
至
っ
て
よ
う
や
く
そ
の
最
終
局
面
を
迎
え

て
い
た
。
市
内
を
流
れ
る
河
川
の
岸
は
河
岸
緑
地
と
し
て
計
画
さ
れ

た
が
、
そ
こ
に
は
膨
大
な
家
屋
が
密
集
し
、
多
数
の
住
宅
困
窮
者
が

住
ん
で
い
た
。
資
材
置
場
代
わ
り
の
不
法
占
用
も
あ
っ
た
。
昭
和

四
十
年
（
一
九
六
五
）
十
一
月
、
県
と
市
は
河
岸
緑
地
促
進
県
市
連

絡
協
議
会
を
発
足
さ
せ
、
こ
う
し
た
不
法
占
用
物
件
の
除
却
に
着
手

し
、
四
十
一
年
度
か
ら
三
年
間
で
二
二
六
一
戸
の
不
法
占
用
物
件
を

除
却
し
た
。

　

写
真
上
は
、
猿
猴
川
右
岸
的
場
町
七
戸
一
五
世
帯
の
行
政
代
執
行

法
に
よ
る
強
制
撤
去
。
市
の
不
法
建
築
物
除
去
実
施
作
業
班
二
九
三

人
が
実
施
。
地
元
側
で
は
二
〇
〇
人
が
ピ
ケ
を
張
っ
て
抵
抗
、
作
業

班
と
も
み
合
い
に
な
っ
た
が
、
警
官
隊
を
出
動
さ
せ
、
ゴ
ボ
ウ
抜
き

に
よ
り
排
除
し
た
。
こ
の
出
来
事
は
、
報
道
機
関
で
も
大
き
く
と
り

上
げ
ら
れ
、
全
国
的
に
関
心
を
も
た
れ
た
。
こ
れ
を
機
に
、
不
法
占

用
状
態
の
解
消
が
進
み
、
広
島
市
と
県
は
河
岸
緑
地
の
整
備
を
進
め

て
い
く
。

　

写
真
下
右
は
、
天
満
川
右
岸
（
中
広
地
区
）
の
不
法
堆
積
物
。
河

岸
緑
地
予
定
地
が
資
材
置
場
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
（
下
流
か
ら

撮
影
、
右
上
に
横
川
新
橋
が
見
え
る
）。
写
真
下
左
は
、
同
じ
く
天

満
川
右
岸
の
中
広
河
岸
緑
地
（
上
流
か
ら
撮
影
）。 　
（
安
藤
福
平
）
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河
川
不
法
占
用
物
件
の
除
却



大坂三郷
56人〈26％〉

京都

備中
36人〈17％〉

播磨
21人〈10％〉

安芸
16人〈7％〉

備後
15人〈7％〉

備前
11人〈5％〉

10人〈5％〉

摂津
（大坂以外）
8人〈4％〉

雲州
5人〈2％〉

石州・江戸・
予州（各4人）
12人〈6％〉

その他
24人〈11％〉

大坂三郷

備中

播磨

安芸

備後

備前

京都

摂津
（大坂以外） 替入薬）山富（中越木植）田池（

行修楽神の人社嶋鹿）嶋鹿（州常筆墨）江松（州雲

江戸 按摩、灸代膏薬、薬売、庭作、
騎鳥喰、しつけ方本、歌本読売 美濃 （関本町）落噺

伊予 （松山）医者、（道後）せんべ
い 飛騨 （高山）商売画執行

紀州 （和歌山）鳥商い、猿芝居一行 信州 （木曽熱川）木櫛

阿波 （徳島）狼見せ物、（那賀郡）
目一遍灸治 三河 生花

讃岐 （金毘羅内町）按摩、（丸亀）
団扇 伊勢 （桑名）代神楽

釈講学道）関間赤（州長ねがめ）山郡（和大

いがうこ・櫛）多博（前筑治療病眼佐土

摩按、工細ねがめ崎長子獅後越後越

「久保町逗留願扣」（文化5年～文政13年）より作成。

尾道逗留行商人の主な商い物

堂島から諸国米問屋、天満から八百屋注文取、松屋町から荒物注文取、藍代掛
取、金物、小間物、大工道具、茶道具、表具、鞴細工、みの、油皿、はいく
ず、櫛・こうがい、売薬、目薬、灸点、庭築、大坂書林、能狂言芸、座敷咄、
弐丁つつみ、早口辻売、辻咄、浄瑠璃修行、軍書読

（高沼）小倉類、（倉敷）花かんざし、時計細工、茶道具刀脇差、（吹屋）弁
柄、（玉嶋）売薬卸、（笠岡）大小暦
（多賀郡津万村）めがね、筬、糸物、櫛・こうがい、（高砂）めがね、筬（加
古川）綿・繰綿、（姫路）元結い、（室津）煙草入、（明石）鼠取
（広島）染地反物、針、売薬、医師、（竹原）口中療治、入歯細工、（海田
市）薬売、（熊野）筆墨など

（福山）茶道具、古手、足袋、（三次）膏薬、（因島）眼療

（岡山）かけ取、反物、書画、座敷三味線、座敷浄瑠璃、能役者、造花細工

小間物、反物、入歯細工、印判師、福寿院配札、いろは教方本売、座敷噺、三
味線稽古座敷、画工

「久保町逗留願扣」　（文化15年～文政13年）より作成。
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近
世
尾
道
を
訪
れ
た
行
商
人
た
ち

広
島
大
学
非
常
勤
講
師　

森
本
幾
子　

　

近
世
の
尾
道
は
、
大
坂
・
下
関
に
次
ぐ
瀬
戸

内
の
重
要
な
湊
町
で
、
全
国
か
ら
多
く
の
人
や

モ
ノ
が
行
き
来
し
て
い
ま
し
た
。

　

広
島
県
立
文
書
館
所
蔵
・
青
木
茂
氏
旧
蔵
文

書
の
中
に
、「
久
保
町
逗と
う

留り
ゅ
う願
扣ひ
か
え」（
文
化
五
年

〈
一
八
〇
八
〉
～
文
政
十
三
年
〈
一
八
三
〇
〉）、

「
旅
人
滞
留
願
控
」（
文
政
十
五
年
〈
一
八
三
二

＝
天
保
三
〉
～
天
保
十
三
年
〈
一
八
四
二
〉）

と
い
う
史
料
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
久
保
町

の
組
頭
が
、
全
国
か
ら
の
旅
人
の
逗
留
願
を
ま

と
め
た
も
の
で
、
か
つ
て
青
木
茂
氏
が
『
新
修

尾
道
市
史
』
第
四
巻
（
一
九
七
五
年
）
の
中
で
、

若
干
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
史
料
を
よ
り
詳
し
く
見
て
み

る
と
、
文
化
・
文
政
期
の
尾
道
の
町
に
、
実
に

さ
ま
ざ
ま
な
人
や
モ
ノ
が
や
っ
て
来
て
い
た
こ

と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
江
戸
時
代
は
、

私
た
ち
が
想
像
す
る
以
上
に
、
移
動
す
る
こ
と

が
日
常
化
し
て
い
る
社
会
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

す
、
興
味
深
い
史
料
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

尾
道
逗
留
行
商
人
の
地
域
別
割
合

　

こ
の
時
期
に
尾
道
を
訪
れ
た
行
商
人
は
、
西

日
本
の
人
が
中
心
で
す
が
、
江
戸
、
常
州
、
信

州
、
勢
州
、
越
中
な
ど
、
関
東
・
北
陸
地
域
か

ら
も
年
に
数
人
が
商
売
に
来
て
い
ま
す
。

　

下
の
グ
ラ
フ
は
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）

の
尾
道
逗
留
行
商
人
（
二
一
四
人
）
の
地
域
別

割
合
を
示
し
た
も
の
で
す
。
ま
ず
、
一
番
多
い

の
は
、大
坂
三
郷
か
ら
や
っ
て
来
る
行
商
人
で
、

こ
れ
は
地
元
の
備
後
国
や
隣
国
の
安
芸
国
を
も

凌
ぐ
人
数
で
す
。
他
の
年
で
も
、
大
坂
は
来
訪

者
が
多
い
地
域
と
な
っ
て
お
り
、
尾
道
―
大
坂

間
の
人
と
モ
ノ
の
行
き
来
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
。
次
に
、
備
中
（
高
沼
、

倉
敷
、
玉
嶋
、
吹
屋
な
ど
）、
播
磨
（
多た

可か

郡

津つ

万ま

村
、
高
砂
、
加
古
川
、
姫
路
、
今
市
、
室

津
、
北ほ
う

条じ
ょ
うな
ど
）
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

安
芸
国
は
広
島
城
下
、
海
田
市
、
竹
原
か
ら

の
行
商
人
が
多
く
、
備
後
国
は
福
山
城
下
を
は

じ
め
、
三
次
、
神
辺
な
ど
が
確
認
で
き
ま
す
。

行
商
人
と
商
い
物
の
特
徴

　

こ
の
史
料
の
面
白
さ
は
、
商
い
物
の
地
域
的

特
徴
が
は
っ
き
り
と
分
か
る
こ
と
で
す
。
こ
こ

で
、
行
商
人
と
商
い
物
の
特
徴
を
紹
介
し
な
が

ら
、
行
商
人
が
尾
道
に
与
え
た
影
響
を
考
え
て

み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

（
中
央
市
場
大
坂
と
の
関
係
）

　
　
　
　

　

右
の
表
は
、
文
化
十
五
年
（
一
八
一
八
）
～

文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
の
三
年
間
に
お
け
る

主
な
商
い
物
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
す
。

　

ま
ず
大
坂
か
ら
の
来
訪
者
に
つ
い
て
は
、
商

う
物
の
種
類
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。
ま
た
、
堂
島
米
市
場
や
天
満
青
物
市
場
の

商
人
が
来
て
い
る
こ
と
や
、
藍
代
金
の
回
収
の

た
め
に
、
大
坂
藍
商
と
生
産
地
の
阿
波
北き
た

方か
た
の

藍
商
が
一
緒
に
来
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
他

の
地
域
と
は
異
な
る
大
坂
の
中
央
市
場
と
し
て

の
役
割
が
う
か
が
え
ま
す
。
こ
れ
ら
大
坂
か
ら

来
た
人
た
ち
は
、
都
市
の
大
店
の
奉
公
人
で

し
ょ
う
か
ら
、
行
商
人
と
は
異
な
る
存
在
で
あ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
時
、
尾
道
は
、
領

主
の
年
貢
米
を
売
却
す
る
湊
と
し
て
藩
の
御
用

商
人
が
お
り
ま
し
た
か
ら
、
堂
島
米
市
場
か
ら

来
た
商
人
は
米
の
売
買
を
め
ぐ
っ
て
尾
道
の
御

用
商
人
と
商
談
を
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
三
都
文
化
の
伝
播
）

　

大
坂
、
京
都
、
江
戸
は
、
当
時
、
他
の
地
域

よ
り
も
出
版
文
化
が
発
達
し
て
お
り
、「
い
ろ

は
教
方
本
」・「
し
つ
け
方
本
」
な
ど
、
子
ど
も

を
教
育
す
る
た
め
の
本
が
行
商
人
に
よ
っ
て
尾

道
へ
運
ば
れ
、
売
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
大
坂
・
江
戸
か
ら
庭
師
が
来
た
り
、

摂
津
池
田
か
ら
定
期
的
に
（
年
に
四
回
ほ
ど
）

文政3年（1820）　尾道逗留行商人の地域別割合
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植
木
屋
が
来
た
り
し
て
い
る
の
で
、
尾
道
の
商

家
が
、
都
市
の
洗
練
さ
れ
た
作
庭
様
式
を
取
り

入
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。当
時
は
、

盆
栽
な
ど
も
流
行
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
家
の

中
で
楽
し
む
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
当
時
の
尾
道
の
経
済
力
を
示
す
証
で
あ
る

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

（
芸
能
者
の
多
さ
）

　

尾
道
に
は
、
全
国
を
巡
る
多
く
の
芸
能
者
が

逗
留
し
て
い
ま
す
。
文
化
十
五
年
に
は
、
大
坂

新
町
の
桂
文
治
が
「
座ざ

敷し
き

噺ば
な
し」
に
や
っ
て
来

ま
し
た
。
そ
の
他
、
大
坂
か
ら
は
「
浄
瑠
璃
修

行
」、「
辻つ
じ

咄ば
な
し」、「
弐
丁
つ
つ
み
（
二に

挺ち
ょ
う

鼓つ
づ
み）」、

「
軍
書
読
」
が
、京
都
か
ら
は
「
座
敷
浄
瑠
璃
」、

「
三
味
線
稽
古
」、
江
戸
か
ら
は
「
歌
本
読
売
」

が
来
て
い
ま
す
。「
座
敷
噺
」
は
、
夫
婦
や
親

子
で
巡
業
す
る
者
も
多
く
、
尾
道
の
よ
う
な
人

の
集
ま
る
湊
町
で
の
興
行
は
、
生
計
を
立
て
る

上
で
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）『
近
世
浪な
に

華わ

市
中

流
行
』（『
摂せ
つ

陽よ
う

奇き

観か
ん
』
巻
ノ
四
十
三
）
に
よ
る

と
、
大
坂
で
は
「
浄
瑠
璃
ノ
出
語
り
」
と
い
う

の
が
は
や
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
上
方
の
文
化

が
、
い
ち
早
く
こ
れ
ら
芸
能
者
に
よ
っ
て
伝

わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
「
座

敷
浄
瑠
璃
」
は
、
上
方
だ
け
で
は
な
く
、
岡
山

城
下
か
ら
も
た
く
さ
ん
巡
業
者
が
来
て
い
ま

す
。
瀬
戸
内
地
域
で
は
他
に
、
長
州
赤
間
関
か

ら
「
道
学
講
釈
」
師
も
来
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
、
正
月
に
「
越
後
獅
子
」
を
舞
う

た
め
、
長
蔵
・
助
蔵
・
子
ど
も
二
人
の
計
四
名

が
遠
く
越
後
か
ら
や
っ
て
来
て
い
ま
す
。ま
た
、

徳
島
か
ら
は
、「
狼
お
お
か
み見
せ
物
」の
た
め
六
人
が
来

て
い
ま
す
。
本
物
の
狼
で
芸
を
や
る
の
で
し
ょ

う
か
。
和
歌
山
か
ら
は
「
猿
芝
居
一
行
」
八
人

が
来
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
動
物
の
管
理
も
町
や

宿
に
と
っ
て
は
大
変
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
口
・
目
・
身
体
へ
の
ケ
ア
意
識
の
高
ま
り
）

　

さ
て
、
尾
道
へ
の
行
商
人
で
と
く
に
目
を
惹

く
の
が
、全
国
的
な
「
売
薬
」
の
多
さ
と
口・目・

身
体
へ
の
医
療
関
係
道
具
の
販
売
や
医
者
の
来

訪
の
多
さ
で
す
。

　

と
く
に
、
安
芸
国
の
竹
原
か
ら
は
「
口
中
療

治
」・「
入
歯
細
工
」
な
ど
口
の
治
療
に
関
す
る

行
商
人
が
多
く
、
海
田
市
か
ら
は
「
精
気
円
」

「
丸が
ん

薬や
く
」「
虫む
し

薬ぐ
す
り」
な
ど
の
薬
売
り
が
目
立
ち
ま

す
。
薬
と
言
え
ば
富
山
が
有
名
で
す
が
、
こ
の

時
期
に
は
各
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
薬
が

売
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
薬
売
り
も
夫
婦
で

行
商
し
て
い
る
者
も
い
ま
す
。
備
中
玉
島
か
ら

は
「
売
薬
卸
」
が
来
て
い
る
の
で
、
か
な
り
の

量
の
薬
が
売
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、「
按あ
ん

摩ま

」
も
全
国
か
ら
来
て
お
り
、

江
戸
や
長
崎
な
ど
の
遠
方
か
ら
や
っ
て
来
て
い

ま
し
た
。
江
戸
か
ら
や
っ
て
来
た
人
は
「
灸
代

膏こ
う

薬や
く
」
も
同
時

に
販
売
し
て
い

ま
す
。

　

さ
ら
に
、
興

味
深
い
の
は
、

「
め
が
ね
」
の

需
要
が
多
か
っ

た
こ
と
で
す
。

「
め
が
ね
」
は
、

ほ
と
ん
ど
播
磨
国
多
可
郡
津
万
村
や
高
砂
の
行

商
人
が
売
っ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
わ
ざ
わ
ざ

阿
波
や
土
佐
か
ら
「
眼
病
療
治
」
の
た
め
に
尾

道
に
来
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
医
療
技
術
の
需
要
は
、
当
時
の

尾
道
町
人
の
口
・
目
・
身
体
に
対
す
る
ケ
ア
意

識
の
高
ま
り
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
人
・
モ
ノ
が
集
ま
り
、
経
済
的
に
大
き
く

発
展
し
た
湊
町
尾
道
な
ら
で
は
の
特
徴
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
毎
年
、
尾
道
に
養
生
に
来
る
人
た

ち
も
い
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
医
療
技
術
を

頼
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

世
の
中
が
経
済
的
に
発
達
す
る
と
、
人
間
は

身
体
が
疲
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
医

療
品
が
生
み
出
さ
れ
た
り
、
癒
し
や
ほ
ぐ
し
の

施
術
の
需
要
が
高
ま
っ
た
り
す
る
の
は
、
今
も

昔
も
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
薬
、

「
按
摩
」、「
め
が
ね
」
な
ど
の
行
商
の
多
さ
は
、

そ
れ
ら
を
職
業
と
す
る
人
び
と
が
増
加
し
た
こ

と
の
表
れ
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

行
商
人
の
逗
留
宿

　

行
商
人
が
尾
道
に
滞
在
す
る
期
間
は
、
短
く

て
三
日
間
、
長
い
人
で
約
半
年
間
と
、
さ
ま
ざ

ま
で
し
た
。
行
商
人
た
ち
は
尾
道
に
定
宿
が

あ
っ
た
ら
し
く
、
七
～
八
軒
の
宿
が
そ
れ
ぞ
れ

手
分
け
を
し
て
引
き
受
け
て
い
ま
し
た
。
全
国

か
ら
同
時
に
訪
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
客
へ
の
対
応

に
は
、
か
な
り
の
経
験
や
手
腕
が
問
わ
れ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
町
の
治
安
に
と
っ
て
も

行
商
人
の
定
宿
は
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
宿
職
の
者
が

ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
し
て
宿
職
を
「
御
取
揚
」
に

な
っ
て
も
、
尾
道
の
町
人
た
ち
は
早
々
に
「
御

差
免
」を
尾
道
町
奉
行
所
に
願
い
出
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
宿
は
、
旅
人
同
士
の
情
報

交
換
の
場
と
し
て
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た

こ
と
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　

※

　

こ
こ
で
紹
介
し
た
行
商
人
た
ち
は
、
都
市
に

大
店
を
構
え
る
商
人
よ
り
も
、
よ
り
人
び
と
の

生
活
に
近
い
存
在
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
人
び
と

を
通
し
て
、
当
時
の
社
会
を
よ
り
具
体
的
に
垣

間
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
久
保
町
逗
留
願
扣
」・「
旅
人
滞
留
願
控
」

は
、
こ
の
よ
う
な
行
商
人
に
よ
っ
て
湊
町
の
文

化
や
経
済
が
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
教
え
て

く
れ
る
、
貴
重
な
史
料
で
す
。

「久保町逗留願扣」と「旅人滞留願控」

「久保町逗留願扣」の　　
　　　　　　記載の一部

真ん中 8 月29日の項には，播州
多賀（多可）郡津万村の小田屋
左次郎が，「目鑑（めがね）・糸物」
商いのため，来月15日までの間，
高須屋勘兵衛のところに滞在す
ることが記されている。
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　《
収
蔵
文
書
展
に
よ
せ
て
》

殿
様
の
領
内
「
廻か
い

在ざ
い

」
と
そ
の
文
書

　

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
十
一
月
、
青
山
内
証

分
家
当
主
か
ら
広
島
藩
主
と
な
っ
た
浅
野
茂も
ち

長の
ぶ

（
長な
が

訓み
ち

）
は
、
藩
主
と
し
て
初
入
国
し
た
翌
六

年
九
月
、広
島
近
在
の
郡
か
ら
領
内
を
廻
在（
巡

視
、「
在
」
は
農
村
の
こ
と
）
す
る
こ
と
を
領

内
の
村
々
へ
布
達
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
歴

代
藩
主
は
、
鷹
狩
り
で
領
内
の
民
情
を
視
察
す

る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
鷹
場
の
な
い
地
域
ま
で

出
向
く
機
会
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

広
島
藩
で
は
な
が
ら
く
守
旧
派
が
政
権
を
握

り
、
藩
政
改
革
を
推
進
す
る
西
南
雄
藩
と
比
較

す
る
と
、
財
政
窮
乏
の
た
め
に
軍
備
増
強
が
遅

れ
、
領
内
は
沈
滞
し
て
い
ま
し
た
。
新
藩
主
と

な
っ
た
茂
長
は
、自
分
の
目
で
領
内
の
産
業
や
、

民
衆
の
生
活
の
様
子
を
視
察
し
、
今
後
の
藩
政

改
革
の
起
点
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

　

茂
長
の
領
内
廻
在
は
、文
久
元
年
（
一
八
六
一
）、

三
回
に
分
け
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
一
回

は
六
月
二
十
日
か
ら
七
月
四
日
ま
で
の
十
四
日

間
で
、佐
伯
郡
能
美
島
を
皮
切
り
に
沿
岸
部
を
、

御み

調つ
ぎ

郡
因
い
ん
の
し
ま島や
向
島
ま
で
御
座
船
な
ど
を
使
っ

て
巡
視
し
ま
し
た
。
第
二
回
は
七
月
二
十
日
か

ら
八
月
二
十
六
日
ま
で
、
西
部
か
ら
東
北
部
を

廻
る
実
に
三
十
七
日
間
に
わ
た
る
長
旅
で
、
佐

伯
・
山
県
・
高
田
・
三
次
・
恵え

蘇そ

・
奴ぬ

可か

・
三

上
・
高
宮
・
沼
田
の
各
郡
を
廻
り
ま
し
た
。
第

三
回
は
九
月
二
十
日
か
ら
十
月
十
一
日
ま
で
、

残
っ
た
内
陸
・
東
部
へ
の
二
十
二
日
間
の
巡
視

で
、
高
宮･

豊
田･

世
羅
・
三み

谿た
に

・
甲こ

う

奴ぬ

・
御
調
・

豊
田
・
賀
茂
・
安
芸
郡
と
廻
っ
て
い
ま
す
。

　

藩
主
廻
在
の
主
要
な
目
的
の
第
一
は
、
異
国

船
防
備
や
国
境
警
備
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と

で
し
た
。
第
一
回
で
上
陸
視
察
し
た
安
芸
郡
倉

橋
島
・
鹿か

老ろ
う

渡と

、
豊
田
郡
大
崎
島
・
御み
た
ら
い
手
洗
・

瀬
戸
田
、
御
調
郡
向
島
・
因
島
の
七
ヶ
所
に
は

文
久
三
年
に
な
っ
て
砲
台
を
設
置
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
第
二
回
で
は
、
佐
伯
郡
大
栗
林
村

（
周
防
）、
山
県
郡
土つ
ち

橋は
し

村
（
石
見
）、
高
田
郡

川
根
村
・
三
次
郡
横
谷
村
・
恵
蘇
郡
和わ

南な
ん

原ば
ら

村

（
以
上
出
雲
）、
奴
可
郡
福ふ
く

代し
ろ

村
（
備
中
）
と
、

そ
れ
ぞ
れ
国
境
ま
で
足
を
運
ん
で
、
国
境
警
備

の
様
子
を
視
察
し
て
い
ま
す
。

　

第
二
は
、
今
後
の
殖
産
興
業
政
策
を
進
め
る

上
で
、
各
種
産
業
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
で

し
た
。
茂
長
は
行
く
先
々
で
、塩
業
（
生い

口く
ち

島・

竹
原
）、
石
灰
製
造
（
上か
み

蒲か
ま

刈が
り

島
）、
人
参
栽
培

（
佐
伯
郡
白し
ら

砂さ
ご

村
）、
鰯
網
漁
（
同
郡
小
方
村
）、

た
た
ら
製
鉄
・
針
金
製
造
、
製
鉄
運
輸
等
（
山

県
・
三
次
・
恵
蘇
・
奴
可
各
郡
）、
鮎あ
ゆ

簗や
な
・
鋳

物
（
可
部
）、燈
油
（
沼
田
郡
西
山
本
村
）
な
ど
、

各
地
の
産
業
を
精
力
的
に
見
学
し
、
山
村
で
は

艱か
ん

難な
ん

な
農
業
の
様
子
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
い
ま

す
。
廻
在
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
調
査
結
果
を
も

と
に
、
文
久
三
年
に
は
郡
役
所
内
に
勧
農
方
を

置
き
、
翌
元
治
元
年
に
は
藩
庁
内
に
生
産
掛
を

設
置
し
ま
す
。

　

写
真
１
は
第
二
回
廻
在
、
八
月
一
日
～
二
日

の
記
録
で
す
。
一
日
は
宿
泊
先
の
山
県
郡
中な
か

祖そ

村
か
ら
八や

幡わ
た

原ば
ら
へ
向
か
い
、
牝
馬
と
た
た
ら
製

鉄
の
作
業
を
見
学
し
て
中
祖
村
へ
帰
り
ま
す
。

二
日
は
出
雲
国
境
の
土
橋
村
へ
向
か
い
、
雲う

月づ
き

山
へ
登
山
し
て
ま
で
隣
境
を
見
渡
し
、
そ
の
後

土
橋
村
で
小
休
、
大お
お

利と
し

原は
ら

村
で
昼
食
、
板
村
を

経
て
川か
わ

小こ

田だ

村
で
宿
泊
し
て
い
ま
す
。
充
分
な

施
設
も
な
い
脇
往
還
を
相
当
な
強
行
軍
で
進
ん

だ
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

さ
て
、
藩
主
廻
在
に
当
た
り
、
藩
は
で
き
る

だ
け
領
民
に
迷
惑
を
か
け
ず
、
出
費
も
抑
制
す

る
方
針
を
領
内
へ
通
達
し
ま
し
た
が
、
総
勢
は

藩
主
以
下
約
三
〇
〇
人
を
数
え
、
そ
の
一
行
が

各
地
で
休
憩
、
食
事
、
宿
泊
す
る
わ
け
で
す
か

ら
、
廻
在
先
の
町
村
で
は
、
宿
割
り
な
ど
を
始

め
周
到
に
準
備
を
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
し

た
。

　

写
真
２
は
、
第
三
回
廻
在
で
宿
泊
予
定
と

な
っ
た
高
宮
郡
下し
も

深ふ

川か
わ

村
庄
屋
権
三
郎
が
藩
主

出
発
予
定
の
七
日
前
に
、
御
用
掛
り
割
庄
屋
へ

宛
て
た
窺
い
で
す
。
出
発
直
前
に
な
っ
て
も
村

内
の
宿
割
り
の
指
示
が
な
く
、
藩
主
の
宿
泊
の

準
備
に
つ
い
て
経
験
の
な
い
村
が
当
惑
し
て
い

る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
食
材
に
関
し
て

も
、す
ぐ
に
準
備
で
き
る
も
の
と
、二
、三
日
前
、

前
日
で
な
い
と
調
達
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
の

で
、
早
く
一
行
の
宿
割
り
の
指
示
を
し
て
ほ
し

い
と
願
い
出
て
い
ま
す
。

　

こ
の
文
久
元
年
の
藩
主
廻
在
は
領
内
全
域
に

及
ん
だ
た
め
、
藩
主
一
行
を
迎
え
る
た
め
の
資

料
が
県
内
各
地
で
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

幕
末
維
新
と
い
う
動
乱
の
時
代
、
広
島
藩
の

領
民
は
そ
れ
ま
で
に
は
経
験
し
な
か
っ
た
新
た

な
負
担
を
次
々
と
課
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
収
蔵
文
書
展
「
激
動
の
時
代　

幕
末

維
新
の
広
島
と
古
文
書
」（
三
月
二
十
八
日
～

六
月
十
一
日
）
で
は
、
幕
末
の
激
動
の
中
で
、

写真１ ｢藩主浅野長訓公御廻在ニ付覚帳｣
（文久元年8月，深井家文書）

写真２　高宮郡下深川村「殿様御廻在之御義ニ付大急御窺書付」
（文久元年9月，重清家文書）　　　　　　　　
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領
民
が
度
重
な
る
負
担
に
い
か
に
耐
え
な
が
ら

明
治
維
新
を
迎
え
た
か
、
寄
贈･

寄
託
を
受
け

た
収
蔵
文
書
を
用
い
て
紹
介
し
ま
す
。
展
示
を

通
し
て
、
地
域
に
残
さ
れ
た
地
域
資
料
が
、
歴

史
を
読
み
解
く
材
料
に
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い

た
だ
き
、
資
料
保
存
の
大
切
さ
に
つ
い
て
理
解

を
深
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
村　

晃
）

　
収
蔵
文
書
の
紹
介

広
島
県
文
書
逓て
い

送そ
う

実
施
要
領
の
全
部

改
正
　
昭
和
三
十
四
年（
一
九
五
九
）

　
「
逓
送
」
と
は
、
一
般
的
に
は
聞
か
れ
な
い

言
葉
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
日
本
国
語
大
辞

典
に
は「
人
の
手
か
ら
手
へ
順
々
に
送
る
こ
と
。

順
送
り
。
伝
送
。」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
形
の
広
島
県
の
文
書
の
逓
送
は
、

い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
一
端
が
分
か
る
資
料
と
し
て
、
今
か
ら

遡
る
こ
と
五
十
一
年
前
の
昭
和
三
十
四
年
五
月

十
三
日
付
け
で
、
広
島
県
文
書
逓
送
実
施
要
領

が
全
部
改
正
さ
れ
た
起
案
文
書
が
あ
り
ま
し

た
。全
部
改
正
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、

そ
れ
以
前
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う

が
、そ
れ
が
分
か
る
文
書
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
そ
の
当
時
の
逓
送
の
様
子
を
見
て
い

く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
実
施
要
領
に
は
、
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

広
島
県
文
書
逓
送
実
施
要
領（
昭
和
三
十
四
年
）

（
逓
送
の
目
的
）
第
一
条　

本
庁
と
地
方
機
関

の
間
の
文
書
を
逓
送
し
、
郵
送
料
の
節
減
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
逓
送
の
実
施
方
法
）
第
二
条　

文
書
の
逓
送

は
、
本
庁
と
別
表
上
覧
に
掲
げ
る
地
方
機
関
の

間
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

地
方
機
関
（
以
下
「
主
管
事
務
所
」
と
い
う
。）

を
通
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
逓
送
日
）
第
三
条　

文
書
の
逓
送
は
、
日
曜

日
及
び
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
暇
等
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
広
島
県
条
例
第

二
十
三
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
休
日
を
除
い

て
、
毎
日
行
う
も
の
と
す
る
。

（
逓
送
の
休
止
）
第
四
条　

文
書
の
逓
送
は
、

毎
年
一
月
四
日
及
び
一
月
五
日
は
休
止
す
る
。

（
以
下
略
）

（
逓
送
に
従
事
す
る
職
員
）
第
五
条　

文
書
の

逓
送
に
従
事
す
る
職
員
は
、
逓
送
員
及
び
主
管

事
務
所
の
職
員
で
当
該
主
管
事
務
所
の
長
が
命

じ
た
も
の
と
す
る
。（
以
下
略
）

（
逓
送
員
の
従
事
す
る
区
間
等
の
通
知
）
第
六

条　

総
務
部
総
務
課
長
は
、
月
別
の
逓
送
員
の

従
事
す
る
区
間
及
び
当
該
区
間
に
従
事
す
る
逓

送
員
の
氏
名
を
あ
ら
か
じ
め
主
管
事
務
所
の
長

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
逓
送
文
書
の
受
渡
し
場
所
等
）
第
七
条　

逓

送
員
と
主
管
事
務
所
逓
送
員
と
の
逓
送
文
書
の

受
渡
し
場
所
及
び
時
間
は
、
別
表
下
欄
に
掲
げ

る
と
お
り
と
す
る
。

（
主
管
事
務
所
の
本
庁
へ
の
逓
送
文
書
の
取
扱
）

第
八
条　

主
管
事
務
所
は
、
本
庁
へ
の
逓
送
文

書
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
逓
送
員
の
復
路

の
と
き
、
差
し
出
す
も
の
と
す
る
。

（
地
方
機
関
相
互
間
の
文
書
の
逓
送
）
第
九
条

　

同
一
区
間
に
所
在
す
る
地
方
機
関
は
、
逓
送

員
を
利
用
し
て
、
当
該
地
方
機
関
相
互
間
の
文

書
を
逓
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
２
（
略
）

（
逓
送
で
き
な
い
文
書
等
）
第
十
条　

一
通
の

重
量
が
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
文
書
及
び
現

金
は
、原
則
と
し
て
逓
送
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
特
殊
文
書
の
取
扱
）
第
十
一
条　

逓
送
文
書

で
重
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
特

殊
文
書
と
し
て
特
別
の
取
扱
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
２
（
略
）

逓
送
の
区
間
・
主
管
事
務
所
・
受
渡
し
時
刻

　

本
庁
及
び
地
方
機
関
等
相
互
間
に
お
け
る
公

文
書
の
受
渡
し
は
、
山
陽
本
線
、
呉
線
、
芸
備

線
の
鉄
道
三
路
線
で
一
日
一
往
復
実
施
さ
れ
て

い
ま
す
。

【
広
島
―
福
山
間
】
往
路
で
は
、
本
庁
か
ら
の

文
書
を
各
主
管
事
務
所
に
渡
す
こ
と
と
し
、
広

島
駅
を
七
時
五
二
分
に
発
し
、
福
山
駅
一
〇
時

五
七
分
着
の
三
時
間
五
分
（
現
所
要
時
間
一
時

間
五
十
四
分
）
の
間
に
、
西
条
駅
九
時
二
分
に

西
条
県
税
事
務
所
へ
渡
し
、
同
様
に
尾
道
駅

一
〇
時
三
一
分
に
尾
道
地
方
事
務
所
、
福
山
駅

到
着
後
一
一
時
に
福
山
地
方
事
務
所
・
府
中
保

健
所
に
渡
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
管
事
務
所
が

管
内
の
機
関
に
逓
送
し
て
い
ま
す
。

　

復
路
で
は
、
各
主
管
事
務
所
か
ら
本
庁
へ
の

文
書
を
渡
す
こ
と
と
し
、
福
山
駅
を
一
一
時

四
九
分
に
発
し
、
尾
道
駅
一
二
時
一
七
分
、
西

条
駅
一
四
時
〇
二
分
、
広
島
駅
に
は
一
四
時

五
三
分
着
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【
広
島
―
呉
―
三
原
間
】
往
路
で
は
、
広
島
駅

を
八
時
一
七
分
に
発
し
、
三
原
駅
一
〇
時
五
七

分
着
の
二
時
間
四
十
分
（
現
所
要
時
間
二
時
間

五
十
六
分
）
の
間
に
、
海
田
市
駅
八
時
二
九
分

に
海
田
保
健
所
へ
渡
し
、
同
様
に
呉
駅
九
時

〇
四
分
に
呉
土
木
出
張
所
、
竹
原
駅
一
〇
時

二
〇
分
に
竹
原
保
健
所
、
忠
海
駅
一
〇
時
三
三

分
に
豊
田
地
方
事
務
所
、
三
原
駅
到
着
後
一
一

時
に
三
原
保
健
所
に
渡
さ
れ
て
い
ま
す
。

山陽本線を走る列車（昭和39年）
長船友則氏収集資料

広島県文書逓送実施要領
　現在の広島県文書逓送実施要
領は，昭和59年４月に定められ
たもので，本庁及び地方機関等
相互間における公文書等の自動
車による逓送の実施について，
県の公用車による運搬などの方
法を経て，現在では，郵便事業
株式会社が行う巡回郵便制度を
利用して実施すると規定されて
います。
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復
路
で
は
、
三
原
駅
を
一
一
時
四
八
分
に
発

し
、
忠
海
駅
一
二
時
一
一
分
、
竹
原
駅
一
二
時

二
五
分
、
呉
駅
一
三
時
三
八
分
、
海
田
市
駅

一
四
時
二
三
分
、
広
島
駅
に
は
一
四
時
三
三
分

着
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【
広
島
―
庄
原
間
】
往
路
で
は
、
広
島
駅
を
八

時
〇
二
分
に
発
し
、
庄
原
駅
一
一
時
一
四
分
着

の
三
時
間
十
二
分
（
現
所
要
時
間
二
時
間
十
五

分
）
の
間
に
、
吉
田
口
駅
九
時
三
二
分
に
吉
田

県
税
事
務
所
へ
渡
し
、
甲
立
駅
九
時
三
七
分
に

甲
田
保
健
所
、
三
次
駅
一
〇
時
丁
度
に
三
次
土

木
出
張
所
、
庄
原
駅
に
は
庄
原
駅
到
着
後
一
一

時
二
五
分
に
庄
原
土
木
出
張
所
に
渡
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

復
路
で
は
、
庄
原
駅
を
一
三
時
四
六
分
に
発

し
、
三
次
駅
一
四
時
二
六
分
、
甲
立
駅
一
五
時

二
二
分
、
吉
田
口
駅
一
五
時
二
九
分
、
広
島
駅

に
は
一
七
時
〇
九
分
着
と
な
っ
て
い
ま
す
。

職
員
提
案
に
よ
る
一
部
改
正

　
「
広
島
県
職
員
提
案
制
度
要
綱
」
に
よ
る
第

二
回
提
案
の
審
査
の
結
果
、「
逓
送
便
に
つ
い

て
、
逓
送
者
の
発
見
を
容
易
に
す
る
よ
う
に
改

善
す
る
こ
と
」
が
採
用
さ
れ
、
昭
和
三
十
五
年

五
月
二
十
三
日
（
全
面
改
正
一
年
後
）
付
け
で

次
の
よ
う
に
一
部
改
正
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、
逓
送
員
は
文
書
の
受
渡
し
に
際
し

て
は
、
列
車
の
窓
か
ら
藤
紫
色
の
腕
章
で
合
図

す
る
こ
と
。

　

二
つ
目
は
、
逓
送
員
が
乗
っ
て
い
る
車
両
の

位
置
に
つ
い
て
、
山
陽
本
線
の
往
路
で
は
、
前

か
ら
一
両
目
、
往
路
で
は
最
後
尾
、
呉
線
の
往

路
で
は
、
前
か
ら
四
両
目
、
復
路
で
は
前
か
ら

一
両
目
、
芸
備
線
の
往
路
で
は
、
前
か
ら
四
両

目
、
復
路
で
は
前
か
ら
二
両
目
と
そ
れ
ぞ
れ
決

め
ら
れ
、
逓
送
の
受
渡
し
が
改
善
さ
れ
た
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
鉄
道
と
自
動
車

と
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
過
去
と
ほ
ぼ
同
じ

方
法
に
よ
り
現
在
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
逓
送

制
度
の
歴
史
に
感
じ
入
り
、
ま
た
、
列
車
の
窓

か
ら
、
藤
紫
色
の
腕
章
を
付
け
た
逓
送
員
が
あ

わ
た
だ
し
く
文
書
の
入
っ
た
逓
送
袋
を
受
け
渡

す
光
景
が
思
い
浮
か
び
、
私
た
ち
の
先
人
の
汗

と
知
恵
に
感
慨
深
い
も
の
を
感
じ
ま
す
。

（
神
原
眞
一
）

　

文
書
館
職
員
の
仕
事
の
一
つ
に
調
査
研
究
が

あ
り
ま
す
。
公
文
書
館
法
に
は
、「
歴
史
資
料

と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
に
つ
い
て
の
調
査
研

究
を
行
う
専
門
職
員
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置

く
」
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
当
館
の
専
門

職
員
で
あ
る
研
究
員
は
、
そ
の
よ
う
な
調
査
研

究
を
行
う
こ
と
が
業
務
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
い
う
調
査
研
究
と
は
、
文
書
館
の
業

務
内
容
や
収
蔵
資
料
に
関
し
て
行
う
も
の
で
す
。

　

行
政
文
書
を
担
当
す
る
研
究
員
は
、
主
に
文

書
管
理
や
永
久
保
存
資
料
を
評
価
選
別
す
る
基

準
等
に
つ
い
て
研
究
し
ま
す
。
と
く
に
、
永
久

保
存
資
料
と
し
て
何
を
選
別
し
、
保
存
す
る
か

は
重
要
な
テ
ー
マ
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
は
、

県
の
ど
の
部
署
で
ど
ん
な
重
要
文
書
を
作
成
し

て
い
る
の
か
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
さ
ら

に
そ
の
前
提
と
し
て
、
県
庁
全
体
の
業
務
体
系

を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。ま
た
、

公
文
書
を
「
国
民
共
有
の
知
的
資
源
」
と
位
置

付
け
た
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
が
制

定
さ
れ
ま
し
た
が
、
今
後
県
に
お
い
て
も
文
書

管
理
や
公
開
の
あ
り
方
を
見
直
し
て
い
く
こ
と

は
、
重
要
な
課
題
で
す
。

　

古
文
書
を
担
当
す
る
研
究
員
は
、
文
書
群
の

内
容
に
関
す
る
研
究
と
物
理
的
な
整
理
・
保
存

に
関
す
る
研
究
を
主
に
行
い
ま
す
。
内
容
に
関

す
る
研
究
と
は
、
出
所
（
家
や
団
体
等
）
ご
と

に
文
書
群
の
中
身
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
の

文
書
群
の
由
来
や
記
述
内
容
等
を
明
ら
か
に
し

ま
す
。
ま
た
、
物
理
的
な
整
理
・
保
存
に
関
す

る
研
究
に
つ
い
て
は
、
傷
ん
だ
資
料
の
補
修
方

法
や
書
庫
環
境
整
備
、
虫
害
対
策
な
ど
も
研
究

テ
ー
マ
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
研
究
成
果
は
、
隔
年
で
発
行
し
て

い
る
『
広
島
県
立
文
書
館
紀
要
』
に
掲
載
す
る

ほ
か
、
収
蔵
文
書
目
録
の
解
説
記
述
や
当
館
で

実
施
さ
れ
る
講
習
会
・
実
習
・
研
修
会
な
ど
の

場
に
も
活
か
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
当
館
で
は
収
蔵
文
書
展
や
小
展
示

（「
収
蔵
文
書
の
紹
介
」
展
示
）
を
毎
年
実
施
し

て
い
ま
す
が
、そ
れ
ら
展
示
を
行
う
た
め
に
は
、

収
蔵
資
料
の
中
身
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行
う

こ
と
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
と
り
わ
け
、
古
文
書

な
ど
の
よ
う
に
、
一
般
の
来
館
者
に
は
分
か
り

に
く
い
資
料
を
展
示
す
る
場
合
、
展
示
資
料
の

内
容
だ
け
で
な
く
、
そ
の
資
料
が
作
ら
れ
た
歴

史
的
背
景
な
ど
も
解
説
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ

の
た
め
の
研
究
も
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
文
書
館
で
は
、
利
用
者
か
ら
の
依
頼

《メモ》　広島県鉄道史関係年表
明治21年（1888） 　 政府は山陽鉄道会社に免許を公布し，神

戸から山口県赤間関（下関）までの建設を
命じる。同年，神戸から建設に着手。

明治27年（1894） 　山陽鉄道が広島まで開通
明治34年（1901） 　山陽鉄道が下関まで全通
明治36年（1903） 　海田市・呉間の呉線が開通
大正 4 年（1915） 　芸備鉄道，広島・三次間開通　
大正12年（1923） 　芸備鉄道が庄原まで開通
昭和10年（1935） 　三原・呉間が全通し，現在の呉線が完成
昭和50年（1975） 　山陽新幹線岡山・博多間開業

平成 4 年広島県立文書館企画展図録　　　
「資料で見る広島県の鉄道のあゆみ」から

広島県立文書館紀要
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を
受
け
て
調
べ
も
の
を
行
う
と
い
っ
た
、
い
わ

ゆ
る
調
査
の
代
行
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
文
書

館
で
も
図
書
館
な
ど
と
同
様
に
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、そ
の
内
容
は
、

収
蔵
資
料
の
利
用
に
関
す
る
相
談
や
利
用
者
の

目
的
に
応
じ
た
情
報
提
供
が
基
本
で
す
。ま
た
、

古
文
書
の
解
読
依
頼
に
つ
い
て
は
、
少
量
で
あ

れ
ば
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
専
門
職
員
が
こ
の
よ
う
な
調
査

研
究
を
進
め
る
上
に
お
い
て
も
、
専
門
分
野
に

関
す
る
研
修
を
積
む
こ
と
は
重
要
で
す
。
文
書

館
で
は
、
市
町
の
文
書
管
理
担
当
職
員
を
対
象

に
、
行
政
文
書
・
古
文
書
保
存
管
理
講
習
会
を

毎
年
開
催
し
て
お
り
、
当
館
職
員
に
と
っ
て
の

研
修
機
会
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
広
島

県
市
町
公
文
書
等
保
存
活
用
連
絡
協
議
会
（
広

文
協
）
で
も
、
歴
史
的
公
文
書
等
の
保
存
・
整

理
・
公
開
等
に
関
す
る
研
修
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
全
国
の
文
書
館
専
門
職
員
に
対
す
る

研
修
と
し
て
は
、
国
立
公
文
書
館
が
初
任
者
向

け
の
短
期
研
修
と
長
期
の
専
門
職
員
養
成
課

程
、
さ
ら
に
は
実
務
担
当
者
向
け
の
テ
ー
マ
別

研
修
を
毎
年
開
催
し
て
い
ま
す
。
近
年
は
日
本

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
会
な
ど
が
専
門
分
野
の
研
究

集
会
や
大
会
を
開
催
し
て
お
り
、
当
館
の
研
究

員
も
必
要
に
応
じ
て
こ
う
し
た
場
に
参
加
し
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
文
書
館
に
関
す
る
同
業
関
係
者

団
体
と
し
て
は
、
全
国
歴
史
資
料
保
存
利
用
機

関
連
絡
協
議
会
（
全
史
料
協
）
が
あ
り
ま
す
。

広
島
県
立
文
書
館
も
機
関
会
員
に
属
し
て
お

り
、
年
一
回
開
催
さ
れ
る
全
国
大
会
に
は
、
当

館
の
研
究
員
も
毎
回
参
加
し
て
い
ま
す
。
大
会

で
は
、
歴
史
的
公
文
書
等
に
関
す
る
様
々
な

テ
ー
マ
の
研
修
会
・
研
究
会
が
開
か
れ
、
最
新

の
研
究
成
果
や
同
業
界
に
お
け
る
喫
緊
の
課
題

に
つ
い
て
学
ぶ
貴
重
な
機
会
と
な
っ
て
い
ま
す
。

当
館
で
は
、
そ
こ
で
の
議
論
を
地
元
の
関
係
者

に
も
な
る
べ
く
広
く
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
こ

れ
ら
の
大
会
等
で
発
表
さ
れ
た
方
々
を
、
当
館

が
開
催
す
る
講
習
会
や
研
修
会
な
ど
の
場
に
講

師
と
し
て
招
き
、
講
演
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も

行
っ
て
い
ま
す
。

　

調
査
研
究
や
研
修
の
よ
う
に
、
時
間
を
か
け

て
考
え
る
仕
事
は
、
日
常
業
務
の
中
で
は
と
か

く
後
回
し
に
さ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
当
館

が
発
行
す
る
様
々
な
刊
行
物
や
目
録
類
は
、
い

ず
れ
も
何
ら
か
の
形
で
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
関
す

る
研
究
蓄
積
の
上
に
立
っ
て
作
ら
れ
て
お
り
、

よ
り
意
義
あ
る
も
の
を
生
み
出
し
て
い
く
た
め

に
も
、
こ
れ
ら
の
営
み
は
大
変
重
要
で
欠
か
せ

な
い
と
言
え
ま
す
。　
　
　
　
　
（
西
向
宏
介
）

平
成
二
十
一
年
度
に
収
集
し
た
古
文
書

後
藤
陽
一
文
書
（
寄
贈
）

　

後
藤
陽
一
氏
（
一
九
一
三
～
二
〇
〇
二
）
は

広
島
大
学
名
誉
教
授
、
元
広
島
修
道
大
学
商
学

部
教
授
で
、
近
世
史
研
究
者
。
広
島
県
史
近
世

部
会
主
任
と
し
て
県
史
近
世
編
を
監
修
し
た
ほ

か
、『
新
修
広
島
市
史
』
な
ど
県
内
外
の
自
治

体
史
を
多
く
手
が
け
た
。
主
著
に
『
近
世
村
落

の
社
会
史
的
研
究
』
な
ど
が
あ
る
。
文
書
は
、

座
長
を
務
め
た
原
爆
遺
跡
保
存
運
動
懇
談
会
ほ

か
、
関
係
団
体
が
発
行
し
た
刊
行
物
や
資
料
、

執
筆
原
稿
（
草
稿
・
メ
モ
を
含
む
）
や
そ
の
刊

行
物
、
新
聞
ス
ク
ラ
ッ
プ
、
論
文
抜
刷
。
研
究

材
料
と
し
て
収
集
し
た
複
製
資
料
、
写
真
、
地

図
類
、
生
の
古
文
書
（
千
代
田
・
海
田
・
御み

手た

洗ら
い
・
加
計
・
城
下
東
横
町
平
沢
屋
多
田
家
）
等

八
四
四
点
。　
　
（
請
求
番
号
二
〇
〇
九
〇
一
）

台
沖
　
忠
氏
収
集
文
書
（
寄
贈
）

　

台
沖　

忠
氏
は
安
芸
郡
熊
野
町
の
郷
土
史

家
。
屏
風
下
張
り
文
書
の
括
・
封
筒
や
和
書
な

ど
計
七
二
点
。
同
氏
は
古
物
商
が
焼
却
し
よ
う

と
し
た
屏
風
を
譲
り
受
け
、
自
身
で
解
体
し
た

と
こ
ろ
、
江
戸
時
代
前
期
の
広
島
藩
庁
で
作
成

し
た
と
思
わ
れ
る
多
数
の
貴
重
な
文
書
を
発
見

し
た
。
こ
の
下
張
り
文
書
に
つ
い
て
は
『
広
島

県
立
文
書
館
紀
要
』
第
三
号
（
一
九
九
四
年
）

掲
載
の
松
井
輝
昭
氏
の
「
史
料
研
究
」
に
詳
し

い
。
台
沖
氏
の
死
去
に
伴
い
譲
渡
さ
れ
た
知
人

の
梶
矢
祥
弘
氏
か
ら
寄
贈
を
受
け
た
。

（
請
求
番
号
二
〇
〇
九
〇
二
）

吉
田
慶
良
氏
所
蔵
文
書
（
寄
贈
）

　

廿
日
市
市
の
山
陽
女
学
園
前
理
事
長
の
故
石

田
米
孝
氏
が
研
究
用
資
料
と
し
て
収
集
し
た
と

思
わ
れ
る「
厳
島
明
神
縁
記
」、「
厳
島
道
芝
記
」、

「
厳
島
名
所
図
会
」
な
ど
の
和
書
類
一
箱
。
譲

渡
さ
れ
た
吉
田
氏
か
ら
寄
贈
を
受
け
た
。

（
請
求
番
号
二
〇
〇
九
〇
三
）

三
浦
家
文
書
（
寄
託
）

　

三
浦
家
は
高
宮
郡
関
屋
村
庄
屋
。
文
書
は
慶

応
元
年
十
月
の
「
御
当
国
絵
図
面
」
一
点
。
現

在
は
衝つ
い

立た
て
に
表
装
さ
れ
て
い
る
が
、
も
と
は
折

り
畳
ま
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
請
求
番
号
二
〇
〇
九
〇
四
）

得
能
家
文
書
（
寄
託
）

　

得
能
家
は
奴ぬ

可か

郡
川
東
村
庄
屋
で
、
東
城
川

筋
鉄か
ん
な穴
稼
ぎ
に
関
す
る
川
下
他
領
と
の
争
論
で

功
績
が
あ
り
、
同
郡
の
割
庄
屋
格
と
な
っ
た
。 三浦家文書「御当国絵図面」

2010年の全史料協全国大会
（京都市）
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割
庄
屋
文
書
は
奴
可
郡
「
郡
務
拾
聚
録　

人
」

（
庄
原
市
指
定
文
化
財
）
や
三
上
郡
の
「
役
方

手
引
草
（
写
）」
な
ど
。
庄
屋
文
書
に
は
争
論

関
係
の
文
書
が
目
立
つ
。
そ
の
他
、「
田
植
覚
」

（
宝
暦
～
文
政
）、「
東
城
川
筋
十
八
ヶ
村
鉄
穴

順
路
」（
絵
図
）
な
ど
で
、
計
四
四
点
。
な
お
、

得
能
家
文
書
、小
田
家
文
書
、田
辺
家
文
書
（
二

家
）
は
そ
れ
ぞ
れ
所
蔵
者
か
ら
庄
原
市
へ
寄
贈

さ
れ
、
庄
原
市
教
育
長
か
ら
当
館
へ
寄
託
さ
れ

た
。

（
請
求
番
号
二
〇
〇
九
〇
五
）

小
田
家
文
書
（
寄
託
）

　
「
郡
務
拾
聚
録
」
天
・
地
（
庄
原
市
指
定
文

化
財
）
な
ど
を
除
く
ほ
と
ん
ど
が
、
大
正
六
～

八
年
（
一
九
一
七
～
一
九
一
九
）
の
奴
可
郡
東

城
町
会
議
員
で
あ
っ
た
小
田
芳
之
助
に
関
す
る

議
会
関
係
文
書
（
議
案
や
招
集
告
知
な
ど
）
で
、

一
部
に
役
場
文
書
や
共
済
会
文
書
も
あ
る
。
全

一
七
〇
点
。　
　
（
請
求
番
号
二
〇
〇
九
〇
六
）

田
辺
家
文
書
（
寄
託
）

　

田
辺
家
（
屋
号
は
「
野
田
」）
は
備
北
の
大

鉄か
ん

山な

師し

で
、
奴
可
郡
小お

串ぐ
し

村
の
庄
屋
や
、
同
郡

東
北
部
の
割
庄
屋
も
勤
め
た
。
奴
可
郡
郡
辻
及

び
内う
つ

堀ぼ
り

村
を
除
く
奴
可
郡
各
村
の
「
国
郡
志
御

用
ニ
付
下
し
ら
へ
書
上
帳
」
四
一
点
（
庄
原
市

指
定
文
化
財
）。
い
ず
れ
も
慳け
ん

貪ど
ん

に
収
納
さ
れ

て
い
る
。　
　
　
（
請
求
番
号
二
〇
八
七
〇
七
）

本
河
野
家
文
書
（
寄
託
）

　

本
河
野
家
（
屋
号
は
「
白
石
屋
」）
は
伊
予

国
守
護
河
野
氏
の
流
れ
を
汲
む
。
江
戸
時
代
に

は
廻
船
問
屋
で
あ
っ
た
と
も
い
い
、
安
永
年
間

ご
ろ
か
ら
賀
茂
郡
川
尻
村
組
頭
や
庄
屋
、
一
時

は
割
庄
屋
を
勤
め
た
。呉
竹
庵
雨
洗（
一
七
六
一

～
一
八
一
五
）
は
俳
人
と
し
て
著
名
で
、川
尻・

仁に

方が
た

俳
壇
を
主
導
し
た
。
文
書
は
呉
竹
庵
雨
洗

な
ど
の
俳
句
短
冊
集
や
手
紙
、
賀
茂
郡
・
川
尻

村
・
瀬
戸
内
海
等
の
絵
図
、
和
書
な
ど
七
八
点
。

（
請
求
番
号
二
〇
〇
九
〇
八
）

西
河
野
家
文
書
（
寄
贈
）

　

西
河
野
家
は
本
河
野
家
の
分
家
で
。
屋
号
は

「
西
白
石
屋
」。
初
代
民
四
郎
は
万
延
元
年
か
ら

慶
応
三
年
ま
で
川
尻
村
、
同
年
か
ら
は
女お
な

子ご

畑ば
た

村
庄
屋
を
勤
め
た
。
明
治
二
十
二
年
か
ら
は
初

代
川
尻
村
長
に
就
任
し
た
。
二
代
盛
助
も
小
学

校
教
員
や
川
尻
村
長
、
郵
便
局
長
な
ど
を
勤
め

た
。
ほ
と
ん
ど
が
近
代
文
書
で
、川
尻
村
行
政
、

衛
生
組
合
、
郵
便
局
、
小
学
校
、
文
芸
資
料
な

ど
、
三
八
四
点
。（

請
求
番
号
二
〇
〇
九
〇
九
）

田
辺
家
文
書
（
寄
託
）

　

田
辺
家
は
奴
可
郡
未み

渡ど

村
の
組
頭
役
を
勤
め

た
。
万
延
二
年・安
政
三
年・文
久
三
年
の
「
御

用
触
書
控
」、
天
保
十
四
年
の
「
御
年
貢
米
納

控
帳
」、
慶
応
二
年
の
「
鉄
請
取
控
帳
」
な
ど

八
点
。　
　
　
　
（
請
求
番
号
二
〇
〇
九
一
〇
）

　
　
　
　
　
　

※

　

こ
の
ほ
か
、
佐
伯
郡
玖
波
村
・
大
知
家
文
書

（
一
九
九
三
〇
二
）
が
寄
託
か
ら
寄
贈
と
な
り

一
点
（
昭
和
五
年
衆
議
院
議
員
選
挙
候
補
者
挨

拶
状
）
が
追
加
さ
れ
た
。
ま
た
、
山
県
郡
加
計

村
・
井
上
家
文
書
（
寄
託
、
二
〇
〇
七
〇
九
）

四
六
九
点
（
太
田
扱こ
ぎ

苧そ

の
売
仕
切
状
等
）
が
追

加
寄
託
さ
れ
、
合
計
古
文
書
は
二
二
九
、

九
六
八
点
と
な
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
度
の
主
な
で
き
ご
と

5
月
26
日　

文
書
調
査
員
会
議

6
月
1
日　

中
国
四
国
地
区
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

ウ
ィ
ー
ク
（
～
7
日
）

6
月
2
日　

広
文
協
総
会

6
月
6
日　

文
書
館
講
演
会

6
月
13
日　

古
文
書
解
読
入
門
講
座
開
講

6
月
17
日　

収
蔵
文
書
紹
介
コ
ー
ナ
ー
「
重
要

文
化
財
奥
家
住
宅
の
古
文
書
」
展

示
開
始
（
～
9
月
5
日
）

7
月
1
日　

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律

公
布

7
月
6
日　

選
別
文
書
を
中
間
書
庫
へ
、
長
期

保
存
文
書
を
文
書
館
へ
搬
入
（
～

7
日
）

7
月
18
日　

続
古
文
書
解
読
入
門
講
座
開
講

9
月
7
日　

県
庁
ギ
ャ
ラ
リ
ー
展
示
「
藩
か
ら

県
へ
」
開
始
（
～
25
日
）

10
月
26
日　

長
期
保
存
文
書
整
理
開
始
（
緊
急

雇
用
対
策
基
金
事
業
）

11
月
27
日　

行
政
文
書
・
古
文
書
保
存
管
理
講

習
会

1
月
22
日　

文
書
館
だ
よ
り
第
34
号
発
行

1
月
26
日　

収
蔵
文
書
紹
介
コ
ー
ナ
ー
「
江
戸

時
代
の
年
始
」
展
示
開
始
（
～
3

月
19
日
）

1
月
29
日　

広
文
協
研
修
会

3
月
26
日　

収
蔵
文
書
展
「
明
治
初
期
の
町
村

文
書
」
開
始
（
～
6
月
11
日
）

3
月
31
日　

文
書
館
資
料
集
6
「
村
上
家
乗　

明
治
二
年
―
四
年
」
発
行

利
用
案
内

■
開
館
時
間

　

＊ 

月
～
金
曜
日　

9
時
～
17
時

　

＊ 

土
曜
日　
　
　

9
時
～
12
時

■
休
　

館
　

日

　

＊
日
曜
日
、
国
民
の
祝
日
及
び
休
日

　

＊
年
末
年
始（
12
月
28
日
～
1
月
4
日
）

■
交
　
　
通

　

＊
Ｊ
Ｒ
広
島
駅
か
ら
バ
ス
（
ベ
イ
シ

テ
ィ
経
由
広
島
港
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

方
面
行
き
）
で
「
広
島
県
情
報
プ
ラ

ザ
前
」
下
車
、
又
は
路
面
電
車
（
紙

屋
町
経
由
広
島
港
行
き
）
で
広
電
本

社
前
下
車
約
五
〇
〇
ｍ
、
県
情
報
プ

ラ
ザ
２
Ｆ

広
島
県
立
文
書
館
だ
よ
り
　
第
三
十
五
号

平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年
三
月
二
十
五
日
発
行

編
集
発
行　

広
島
県
立
文
書
館

　
　
　
　
　

広
島
市
中
区
千
田
町
三
丁
目
七
―
四
七

電　
　

話　

〇
八
二
―
二
四
五
―
八
四
四
四

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
八
二
―
二
四
五
―
四
五
四
一

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　http://w

w
w

.pref.hiroshim
a.lg.jp

/soum
u/bunsyo/m

onjokan/index.htm

印　
　

刷　

有
限
会
社　
創
元
社


